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:
說

.
；戰
贽
の
焱
源
と
_戦
後
財
敏
整
理
饭 

.

第
十
號 

一
八

る
を
得
ず
。
然
ら
ず
む

'ば
此
多
大
な
る
冪
事
'費
を
如
何
せ
ん
。
今
日
の
軍
事
費
が

.驚

<

多
額
な

' る
.の；事
實
乙
を
戰
後
各
國
の
武
裝
制
限
を
豫 

て
戰
後
交
戰
各
國
民

の

破
逄
を
救
ふ
の
途
は
唯
此
.一

BT
す
る
も
の
に
外
な

"ら
■ざ
る
也

- 

手
段
あ
る
の
み
矣
。

可
& 

而
し

英

帝

國

會

議

の

進

展

(

下)

占

部

百

太

郧

(

六)

三
種
の
帝
國
會
議

(

七)

來
る
可
吾

1?
法
改

gr
0

H
大主義

(

八)

帝
國
内
開
の
權
態
茶̂
國
内

:
:
六

本
年
三
月
二
十
日
關
章
し

*

る
、英
帝
國
會
議
が
，從
來
の
會
議
と
異
つ
て
、英
吉
利
帝
國
の
執 

\ィ
機
！
^
ブ
る
ー
至
つ
左
次
第
は
旣
に

^

ベ
た

.る
如
く
で
あ
る
。
英
國
政
府
で
は
、

&

初
各
殖

W 

地
及
び
印
度
帝
國
代
表
者
.を
ば
直
ち
に
軍
事
內
閣
に
列
席
せ
し
め
む
ど
の
考
で
あ
つ
た
ら
し 

い
が
實
際

.に
臨
で
、會
議
は
自
が
ら

.三
#

に
別
る
、
に
至
つ
た
。
第
一
は
通
常
の
軍
璜
內
即 

(
w
a
r

 

c
a
b
i
n
e
t
)

で
、楚
れ
は
緊
急
を
要
す
る
®
國
の
政
務
並
に
合
衆
王
國
の
內
政
を
決
裁
す

る 

宰
相
以
下
五
人
の
內
閣
員
か
ら
成
る
こ
と
は
、旣

R
普
く
知
ら
る
、
所
で
あ
る
。
策
ニ
は
帝
國 

取
事
内
開

(Jlerial 

W
a
r

 

cabinet)

と
稱
せ
ら
る
、、本
文
の
主
題
た
る
服
目
の
會
議
で
あ
る
。
此 

笫
十
一
卷

(

一二六九

)

論
說
英
张
關
嘉
の
籠

 

- 

C
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，論

.

説

興

帝

國

會

讅

の

進

展

：

 

.
'

ノ

第

十

號

V 

ニ
0

會
議
は
軍
.事
內
閣
員
及
び
各
殖
民
地

'と
首
相

.乃

.1至

.印
：度
の
：代
：表
者
が
.、合

' 衆
'王
國
.の
宰
相
を
議 

長
と
し
た
る
內
閣
會
議
で
あ
る
。
第
三
は
帝
國
軍
寧
會
議
で

(Imperial 

W
a
r

 conference)

是
れ
は 

直
接
和
戰
に
關
係
し
な
い
英

.帝

.國
■の
政
務
を
協
議
す
る

.機
關
で
あ
る
。

.此
會
議
は
各
殖
民
地 

及
び
印
度

•の
代
表
者
並
に
殖

.
K地
に
關
係
あ
る
國
務
大

E5
數
名
列
席
し
て
軍
事
內
間
員
は
加 

は
ら
な
い
、而
し

て

，

從
來
の
帝
國
龠
議
.の
如
く

、
*
民
大

E

が
議

'長
に
任
ず
る
の
で
あ
る
。

一
九 

.
1

七
年
の
帝
國
會
議
は
當
初
か
ら
計

«

せ
ら
る
こ
ビ
な
く
し
て
、戰
.時
の
急
要
に
追
ら
れ
、此 

の
如

§

分
化
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
？
是
等
の
會
議
、が
英
國
憲
法
の
如
何
に
重
大
な
る
進
展
で 

あ
る
か
と
云
ふ

事

ば
»
«
陀
首
相
サ
ー
。ロ

 \

 

!
ト
•、ボル

デ

ン
が
本
年
四
月
三
日

K
B

P
i

r
e

 parlia

mentary Association 

云
ふ
協
會
で
試
み
に
演
說
に
據
て
徵
す
る
こ

V
J

が
出
來
る
。
日
く 

菩
人
は
戰
の
雲
に
蔽
は
れ
て
、輓
近
に
於
け
る
憲
法
上
進
®
の
方
策

…

.

…

.
帝
國
®
事
內
開 

'

の
召
集
に
ょ

&

て
生
じ
た
る
憲
法
上
の
地
位
を
明
に
感
.知
す
る
乙
と
が
出
來
な
い
こ
と
が 

.
あ
り
得
る
。
英
國
憲
法
は
古
今
に
な
い
最
も
伸
縮
自
在
な
る
憲
法
で
あ
る
。
英
國
憲
法
は 

多
少
律
令
の
制
限
を
蒙
つ
て

^.
居
る
け
れ
ど
、其
等
の
制
限
た
る
や
、私
が
言
及
ぼ

3

むV
J

す 

る
著
大
な
る
進
展
を
妨
礙
す
る
や

5

な
性
質
の
も
の
で
は

.な
い
。
公
然
制
定
せ
ら
れ
た
る

法
樹
の
土

 

S

 

5

ら
れ
な
い
け
れ

I

然
、漸
次
豐
し
た
る
英
票
法
の
慣
例
に
ょ
つ 

て
承

E 

3れ

J

英
.倒
宰
相
の
職

S

M

 

J

言

容

S

す
る
今
日

S

し

い

ぇ

態

の
下

f
c
.
測
る
可
ら

ざ
•る
效
益
を
奏
す
可
き
權
カ

f

權
威
が
賦
與
せ

.ら
れ
て
居
る
。
宰

^

權

f

行

に

於

け

る

憲

法

上

の

J

 

S

子

湯

I
 

I

展
の

2

l

f

可
く
？

し
た
。

.

5

l

.

s

f

.

u

f
れ
た
の 

は
ホ

.

.ン
0
數
日
前
の
事
で
あ
る
。

英
帝

@

 Q

歷
史

5

て
I

初
め

5

 

.

s
r'
ら
I

 

S

 

5
ら
れ
、夫
れ
く
權
限
を 

與
へ
ら
れ

J

i

i
の
內

S

偷
敦
に

I

せ
ら
れ
，

.何
れ
も
合
衆
王
國

I

相
が
議 

避
に
當
る
？

あ
る
。
其

1

1

.
事
內
閣
と
稱
せ
ら
れ
、

f

し
て
合
衆
王
國
に
關

す

る

大

 

戰

の

遂

行

に

腐

す

る

諸

問

題

に

專

念

す

る

。

他

の

一

は

帝

國

軍

事

內

.間
と
稱
せ
ら
れ
て
ニ 

厝
廣
い
目
的
と
權
能
と

I

し
、又
閣
員
の
數
も
多

.い
。
.此
會

S

は
英
帝
國
の
凡
ゆ
る
自 

治
殖
民
地
の
代
表
客
が
召
集
甘
ら
れ
た
。

y

は
合
衆
王
國
首
相
の
主
宰
の
下
に

、
®
に
平
，
 

等
の
資
ォ
を

.以
て
會
合
し
首

*

は
單
に
同
班
中
の
首
席

(

P
3.
3
U
S 

inter 

pares)

に
過
ぎ
な
い
の 

で
あ
る

.

及
內
間
會
議
に
列
席
す
る
六
個
の
國

K

を
代
表
す
る
首
相
等
は
、何
れ
も
夫
れ

第
汁

一.

翁 

一O

 

二
七

一 .
)
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帝
國
會
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i

の
進
展
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第

十

ー

猞
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ニ
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論

說

英

帝

网

#
讅
の
進
風 

谘
十
號 

ニ
ニ

/

\
备
殖
民
地
の

'
•國
會

d
甘
；ハ
等
の
國
會
が
代
表
.す
る
國
民
に

.對
し
て
賫
任
を

A

ふ

て

居

る

.
。 

各
殖
民
地
の
國
民
は
此
會
議
が
進
行
す
る
ビ
共
に
、帝

.國
共
同
の
且
最

i

重
大
な
る
諸
問
題 

に
對
し
て
發
言
權
を
有
す
る
け
れ
ど

#

殖
民
地
の
完
全
な
る
自
治
爾
各
自
の
政
府
、各
®
擧 

人
に
對
す
る
各

«

民
地
大

^

の
責
任
は
、損
傷
せ
ら
る
、
こ
ビ
な
く
し
て
保

.存
す
る
の
で
あ

' 

る
0

多
年
の
間
英
帝
國
の
各
部
に
於
け
る
政
治
家
及
び
學
者
の
思
考
は
、將
來

'の
.英
帝
.國懑 

法
.上
の
關
係
に
集
注
せ
ら
れ
て
居
穴
の
で
あ
る
。

.所
が
、過
去
に
於
け
る
ヾ
し
均

.し
く
、今
や
大 

事
件
勃
發
し
た
る
必
要
か
ら
し
て
、遂
に
此
大
問
題
も
解
決
せ
ら
る
、
か

‘
4
知
れ

.な
い
。
現 

に
成
立
し
た
る
帝
國
軍
事
內
間
は
、全
帝

_

に
最
も
重
大
な
る
關
係
あ
る
諸
問
題
を
綱
*
せ 

る
、公
示
せ

&

れ
た
一
定

.の
特
殊
な

.る
目
的
を
以
て
召
集
せ
ら
れ
た

C

此
內
閣
の
組
織

V」

典 

に
新
ら
し
い
時
代
が
始

0

M
史
の
新
ら
し
い
頁
が

.書
か
れ
た
。

.
aは
今
是
等
の
.重
大
な
る 

事
件
が
將
來
如
何
な
る
事
を
意
味
す
可
き
か
：

.を
豫
言
：し
や
ぅ
と
は
せ
ぬ
。
然
し
乍
ら
、殖
民 

地
の
諸
國
民
を
し
て

充

分
な
る

0
法
上
の
發
展
を
遂
げ
：し
め
む
，が
爲
、思

考
と
氣
カ
ビ
を
锻 

や
さ
れ
た
る
人
冷
が
、今
度
の

.出

.來
事
の
中
に
新
ら
し

.い
一
贗
大
な
る
英
帝
國
の
發
生
を
.觀 

察
し

^

と
信
せ
ら

.れ
_
_て
も
其

ft
は
■
*
て
間
違
で
：は
.な
か
ら

ATN

ビ
思
ふ
。

i
s
i

!

此
.帝
國

®

事
內
閣
が
恒
久
的
制

•度
で
あ
つ

.
て
、每
年
一
囘
若
く
は
帝
國
の
急
要
に
應
じ
て
臨 

W

に
開
催
せ
ら
れ
、主
と
し
て
英
帝
國
の
外
交
政
策
及
び
他
の
重
大
な
る
間
題
を
決
議
す
可
き 

英
國
憲
法
の
承
認
.せ
ら
れ
■た
る
機
關
と
な
れ
る
事
は
、宰
相
れ
ィ
ド
；

.
3
ル
ジ

.
の

五

月

十

匕
：：：： 

庶
民

|^
に
於
け
る
演
說
に
據
て
も
明
白
で
あ
る
が
、彼
は
同
演
說
に
於
て
*樹
左
の
如
く
宣
明
し 

て
居
る
。
日
く

,

;
':
'

此
帝
國
取
事
內
関
の
精
髓
は
、英
帝
國
殖
民
地
の
•責
任
あ
る
代
表
，者
が
特
に
帝
國
政
策
の
施 

行
に
任
ず
る

.內
喃
大

IS
S
共
に
、外
交
政
策
並
に
典
れ
に
關
聯
し
た
る
政
務
を
協
議
す
可
く 

二
定
の
時
期
に
會
合
し
、而
し
て
各
自
殖
民
地
の
國
會
の
支
配
の
下
に
夫
れ
執
行
せ
ら

' 

る
可
く
議
決
す
る
事
で
あ
る
。
此
の
如
き
方
法
に
ょ
つ
て
，殖
民
‘地
代
表
者
は
帝
國
々
務
の 

總
て
の
方
面
に
爾
し
て
’充
分
な
る
知
識
を
與
へ
ら
れ
、而
か
.も

各
殖
民
地
が

現
在
享
受
す

る 

自
治
權
を
ば
些
か
損
傷
す
る

z
S
な
く
し
て
、協
議
の
上
英
帝

B
政
^
の
最
も
重
大
な
る
部 

分
を
決
定
す
る
事
が
出
來
る
の
で
あ

.る
。
是
れ
が
如
何
な
る
憲
法
上
の
進
展
を
導
く
可
き 

か
、今
吾
令
は
其
れ
を
決
定
し
や
ぅ
と
企
て
な
い
。
英
帝
國
の
自
治
諸
國
民
の

||
i
Jに
於
け
る

_ 

,帝
國
的
外
交
的
政
務
に
關
す
る

「

繼
續
的
協
議

」

の
機
關
を
完
成
す
る
全
隞
の
問
題
は
、帝
國
の

第十

】

卷

(

ニ I

七三

)

論
脫
英
帝
，
國

#
議

の

逆

展

m
十̂

二三
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第

ド

说

一

一

四

，

憲
’法
上
の

S

係
を
調
整
す
る
爲
、戰

•後
.成

，
る'可

く.早

く

，
.召

集

：

「

せ
：
ら

る

可

き

臨

時

：
帝

W

會

議

の
 

'

考
量
に
保
留
せ
ら
る
、
で
あ
ら
ぅ
フ
然
し

.吾
々
は
印
度
务
代
表
：せ

&

れ
^
帝
國
內
間
を
組 

織
し
た

.る
■經
驗
に
依

A

之
が
爲
に
相
互

.
の
了
.解
を
.好
良
.な
ら
t

め、又
遂
行
せ
ら
る

.可
§
目 

ty
及
び
活
動
の

”

致
に
取

.て.有
效
で
あ

o

た
乙
ど
を
感
じ
た
の
で
あ
る
が
、

吾
々
は
又
此
の 

提
議

が
英
帝
國
の
凡
ゆ
る
諸
國
民
の
颦
同
を
受
く
可
き

Z
ヒ
を
信
ず
る
の
で
あ
る
。
 

帝
國
軍
事

e

閣
は
此
の
如
く
未
成
：品
で
あ

0
て
、其
組
織
も
其
權
能
も
：未
だ
規
定
せ
ら
れ
て 

.

,
届
な
い
事
は
明
白
で
あ
る

-0
隨
-
て
之
が
繼

_

は
：幾
多

.の

渐

ら

，
し
：
い

且

困

難

な

る

問

翅

.
を

蒞

超
 

す
可
き
事
も
亦
明
白
で
あ
る
が
、是
等
の
考
量
は
姑
く
措
て
、先
づ
帝
國
軍
事
會
議
が
通
過
せ
し 

.
め
た
ネ
帝

.
國

憲

ー

法

に

關

す
.
る

重

大

な

る

決

議

に

就

：.て

硏

f

る

事

が

必

.
要

で

あ

る

。

'

七

帝
國

®

事
會
議

：

の
議
事
錄
は
我
輩
未
だ
之
を
閱
讀

.す

る

の
.機
會
を
有
し
な
い
け
れ
芰
帝
國 

:
軍

事

內

閣

の

議

事

は

勿

論

公

表

せ

ら

れ

な

ぃ

け

れ

く

帝

國

會

議

の

議

，事
は
從
來
の
如
ぐ「

靑
書」 

と
し
て
旣
に
發
表
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る

)

、左
記
の
如
く
此
會
議
が
通
過
せ
し
め
た
憲
法
に
關
す 

る
效
議
に
據

.れ
ば
其
議
事
は
極
め

'
.て
重
大
な

4

0
で
あ
ら
ね
ば

®

ら

r5。

帝
國

5

愈

議

は

英

诗

利

帝

國

を

組

織

す

る

各

邦

國

間

の

.憲
法
上
の
關
係
を
改
訂
す
る
士 

は
、之
を
戰
時
に
行
ふ
に
は
餘

$

重
大
に
し
て
且
殺
糾
せ
る
問
題
な

6

ビ
信
ず
る
を
以
て
バ 

:
後
_

ち
に
召
集
せ

‘

る可き特別帝國會議に附議す
可しとの意見を有す。

，

 

'
然

れ

u

l

s

s

f

る
I

上

の

|

訂

|

ふ

5

ょ
、其
改
訂
は
、總

ョ
 

在
の
自
治

f

內

S

 

2

な
る
支
配
と

i

然

S

す
る
と
同
時
靠
帝
國
の
自
治

_ 

民
ど
し
て
又
帝
園
の
重
要
な
る
部
分
ビ
し
て
各
殖
民
地
並
に
印
度
の
充
分
次
る
承
認
に
介 

可

.
各

^
!民
地
及

S

 U
1

度

か

外

交

政

策

碰

に

外

交

關

.係
に
就
き
適
.當

な

る

發

言

權

を

☆ 

す
る
事

'を

'7
|
:
Sす
可
く

1£
し
て
帝
國
共
同
の
關
係
を
有
す
る
凡
て
の
重
大
な
る
政
務
に
抑 

.

.て
は

.絕
え
ず
協
議
を
重
ね
、其
協
議
に
依
ヵ
て
各
殖
民
地
政
府
を
し
て
夫
れ
く
自
決
せ
丨 

む
可
き
必
要
な
る
其
同
行
爲
に
對
す
る
有
效
な
る
取
極
を
爲

S

し
ひ
可
し

^

の
意
見
を
記 

錄
に
留
め
置
く
を
其

_

務
な

^N

と
信
ず
。

此
決

s
 

s

fと
雖

f
 

i
 

J
 

i
義

I

蓄
しy 

f
.
の
2

る
か
ら
、多
少 

詳
細
に
苴
つ
て
之

?:
解
說
す
る
必
要
が

.あ
る
。

英
帝
國

S

1

を
强
固
に
す
る
に
は
#
邦
國
問
に
於
け
る

®
法
上
の
改
訂

?:
行
は
ね
ば
な

牢

一

卷

(

ニ 

I

)

論

E

典
帝
|

諫
の
|

 

第

卜

戒
-
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第

十

號

ニ六

ら
ぬ
.ミ
云
ふ
.事
は
、豫
て
か
ら
學
者
政
治
家
殊
ぱ
帝
國
主
義
者

•の
.
間
に
li
t

し
く
主
張
せ
ら
れ
、其 

れ
が
爲
種
々
の
學
會
や
機
關
雜
誌
等
も
出
來

y

居
る
程
で
あ
る

が‘ヰ

囘
の
大
戰
は
會
令
之
を 

實
現
'せ
.
し
む
可
き
機
會
を
與
ベ
た
の
で
あ
る
。
戰

#

終
結
後
直
ち
に
臨
時
帝
國
會
議
が

S

集 

せ
&
'る
、
事
は
決
定
し
た
の
で
あ
る

•か
ら
、帝
國
主
義

*

の
前
途

'に
は
^

や
非
常
の
希
蕻
ヾ
し
光 

明
ど
が

.
認
め
ら
る
く
の
で
あ
る
。
戰
後
召
集
せ
ら
る
可
き
，臨
.時
帝
國
會
議

が.、
#
來
共

同

の
亂 

務
'に
對
す
る
主
要
な
る
責
任
及
び
負
擔
が
惟
り
合
衆
王
國
に
於
て
の
み
擔
任
せ
ら
れ
た
る
英 

帝
國
の
組
織
を
ば
、協
議
を
盤
續
し
て
一
致
の
行
動
を
採
る
可
き
何
等
か
の
方
法
に
依
て
外
交 

政
策
及
び
其
他
帝
國
共
同
の
國
務
を
執
行
す
る
卒
等
な
る
國
民
の
コ
ン
モ
ン
ユ
ル
ス
に
改
革 

せ
む
が
爲
、

一

層
進
む
で
討
究
決
議
し
や
ぅ

V
J

の
目
的
で
あ
る
事
は
云
ふ
迄
も
な
い
が
、此
目
的

1
 

•を
達
す
る
事

'は
®
め
て
困
難
で
あ
ら

'ぅ
。
臨
時
帝
國
會
議
が
果
し
て
週
當
な
る
憲
法
上
の
改 

訂
を
遂
げ
得
る
や
否
や
は
、之
を
今
後
に
兆
す
る
の
外
は
な
い

‘
け
れ
r

、此
會
議
が
採
る
胃
き
大 

體
の
.徑
路
は
、前
記
の
決
*
文
中
に
宣
明
せ
ら
れ
：た
三
大
主
義
に
據
て
知
る
こ
と
が
出
來
る
。

，帝
國
軍
事
會
議
は
.第

|

に
如
何
な
る
憲
法
上
の
改
訂
を
抒
ふ
に
せ
ょ
、其
改
訂
は
英
帝
國
の 

自
治
國
民
ビ
.し
て
又
帝
國
の
重
耍
な
る
部
分
と
し
て

#

殖
民
地
旅
に
，印
度
の
充
分
な
る
承
認

R
基

か

ね

ば

な

ら

ぬ

事

を

宣

言

し

て

居

る

。

，第
一
一
に
憲
法
上
.の
改
訂
は
、各

殖

地

及

び

印

度

W

外
交
政
策
並
に
外
交
關
係
に
就
き
適
#
な

る

發
言
權
を
有
す
る
事
を
承
認
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
•
、

,而
し
て
帝
國
共
同
の
關
係
を
有
す
る
凡
て
の
重
大
な
る
政
務
に
就
て
は
絕
え
ず
協
議
を
重
ね
、

其
協
議
に
依

V

て
各
殖
民
地
政
府
を
し
て
夫
れ
く
自
決
せ
し
む
可
き
必
.要
な
る
共
同
テ
爲

に
對
す
る
有
效
な
る
取
極
を
爲

3

ね
ば
な
ら

g
：

事
を
宣
明
し
、第
三
は
如
何
な
る
憲
法
上
の

«c
.

訂
も
«
て
現
在
の
自
治
權
ビ
內
政
の
完
全
な
る
支
配
と
を
全
然
保
存
す
る
や
ぅ
規
定
ね 

ば
な
ら
ぬ

^
決
議
し

.て
居
る
。

從
來
の
帝
國
會
議
.な
る
者
は
主
と
し
て

#•
殖
民
地
の
代
表
者
が
英
帝
國
內

.の

.專
賣
特
許
ビ 

か
版
權
ギ
か
其

'他

»

便
電
信
、船

.舶
補
助
金
と
か
云
ふ
が
如
き
問
題
に
就
き
て
取
«
を
す
る
の 

が
主

®

な
る
目

.的
で
あ
つ
て
、國
防
と
か
外
交

S
か
云
ふ
重
大
問
題
に

'對
し
て
は
、假
令
本
國
政
、
 

府

.か
ら
諮
問
は
し
て
も
、其
決
議
に
ょ
つ
て
必
ず
し
も
拘
束

.3

.る
‘ 

> 事
は
な
か
つ
た
。

rf
が
今 

■度
の

^

國
會
議
に
ょ
つ
て

憲
法

上
の
改
訂
を
行
ふ
事
，ど

'決
定

.せ
ら
れ
た
以
上
、原
則
と
し
て
其 

改

訂

が

各

自

、治
殖
民
地
及
び
印
•度
の
充

■分
な
る
承

.，認
を
經
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

g

事
は 

云
ふ
迄
名
な
し
、帝
國
箪
事
會
議
の
決
議
が
擦
頭

K
此
第

|

の
主
義
を
宣
明
し
た
の
は
至
窜

第
十
一
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.



第
十
卷

'

で
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英
帝
國
會
讅
の
進
展

第十號

V—♦

八

第
二
，.の

主

義

は

此

決

議

の

主

服

で

あ

•る
。

旣
に
.前
號
に
：述

べ

た

.•る
如
く
、帝
國
會
議
は
最
初 

.{殖

民

地

會

議
S

稱
せ

し

頃
か
ら

)

憲
法
上
の
問
題
即
ち
最
も
重
大
な
る
帝
國
的
關
係
の
問
題
べ 

就
て
削
_
す
る
事
を
忌
避
す
る
傾
向
が
在
つ
た
。
是
れ
は
各
殖
民
地
が
憲
法
の
改

ir
に
衣

C 

.其
自

•治
梢
を
毁
損
せ
ら
れ
む
こ
、

/」

を
虡
れ
た
が
爲
で
あ
ら
ぅ
。
其
れ
で
帝
國
會
議
は
最
初
か 

ら
敗
府
と
政
府
ビ
の
會
議
で
あ
つ
て
、务
殖
民
地
と
合
衆
王
國
ビ
は

平

等

の

地
位
に
立
つ
も
の 

で
あ
る
事
は
&
複
極
言
せ
ら
れ
^
所
で
あ
る
に
も
係
ら
ず
、惟
り
最
も
重
大
な
る
外
交

^

嗤
に 

關
し
て
は
全
く
關
係
が
異

.つ
て
、殖
民
地
は
羅
竟
從
屬
國
と
し
て
待
遇
^
れ
來
つ
た
の
で

あ

る

。 

詳
に
言
へ
は
外
交
に

8

し
て
は

*-
民
地
代
表
者
等
は

'其
奥
堂
に
入
る
こ

^

を
許
さ
れ
な
か
つ 

た
縱
令
許
さ
れ
て
も
奥
堂
の
見
聞
を

一

切
公
表
す
る
一
と
を
禁
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

(

一
九

j 

1

年
の
帝
國
會
議
に

&

し
時
の
外
相
サ
|
。土
ド
：

y
, 

Iド
ふ
レ

I

が
殖
民
.地
代
表
者
に
英
國
外 

交

の

秘

密

を

演

說

し

.左
の
が
.恐

ら

く

殖

民

地

代

表

萆

.が

英

國

外

交

の

機

密

に

參

し

左
嚆

矢

で

 

あ
ら
ぅ

)

。
所
が
今
度
の
他
界
戰
荦
に
ょ
つ
て
、英
國
の

#.
殖
民
地
は

痛

切

に

英
本
國
の
外
交
政 

策
を
承
知
す
る
の
必
耍
を
感
じ
た
の
で
あ
る
ゾ
何
と
な
れ
ば
、英
國
政
府
が
外
國
に
向
つ
て
宣

i

j

戰
を
布
吿
す
れ
ば
、爲
に

f

.
に
英
領
殖
民
地

I

げ
て
戰
爭
の
渦
中
に
役
ず
る
か
ら
で
あ 

英
領
殖
民
地
の
自
治
權

S

分
に

S

政
f

依
V

S

ら
れ
て

f

,

然
し
殖
民
，
 

自
地
方
的

5

£

5

「

絕
f

し

5

f

 

m

l

f

 

Sれ
て
居
つ 

も
•其
等
の
權
利
は

！

國

2
S

5

間

s

s

d

 

f
居
な
い
。
外
交
政
策
て
ふ

f

 

公
共
的

S

Q

I

t

v

lで
あ

i

最
大
？

も

s

f

 

5
、英
內
開
の
貴
仏 

單
に
英

.本
國

S

會
营
其
れ

S

出
す

•る
A

民
に
對
し
て
負

5 

2

 

5

 
く
殖
民
地
の

_ 

K

に
は
及
ば
な
い
の
で
あ
る

o

即
ち
外
交
上
に
關
し
て
發
言
權
を
有
す
る
に
非
れ

i

の
.

言

權

？

有
：つ

v

居

2

 
く
假
の

2

に
過

J

い
H

民
地
は
言

7
の
で
あ
る
各
殖
民
地
は
今
に
し
て
始
め

.て
、戰
爭
に
際
し
て
敵

f

贸
易
は
遮
斷
せ
ら

， 

、
事
、
S

域
內
に
住
す
る
凡
ゅ
る
敵
國
の

■

は
敵
合
し

5

零
ね
ば
な
ら

g

事
、公

 ̂

上
丨
泛
へ
る
凡
殖
民

#Q

船
舶
は
英
國
樞
密
院
念
.下

K
支
配
甘
ら
る

i

令
を

Z

ナ

の

で

^5

る

の

殖

民

地

の

人

民

は

合

衆

王

國

に

の

み

責

任

を

負

ぅ

所

の

政

守

に

V 

つ

て

自

分

も

各

自

の

政

府

i

く

與

ぅ

知

ら

ざ

る

S

の
爲
、
突

然

に

併

か

i

外

に

戰

f

 

渦

ホ

に

投

せ

ら

る

、

の

み

な

ら

ず

、又

殖

民

地

忆

對

し

て

は

責

任

を

負

は

ざ

.
る

內

閣

の

手

に

你
 

第
十

5

 

(
】

ニ七九

)

論
說
英
帝
同
會
談
の
逝
展

 

肖

卜

双

.一し



第
十i

卷

a

 

ニ
八
〇〕

論
說
狨
帝
國
會
議
の
i
 

猶
十
號 

三
〇 

て
-平
和
を
結
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
事
を
も
知
了
す
ふ
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
埃

.及
の
占
領

V」

か
.
、
0 

英
協
約
の
訂
結

V
J

か
、フ
？
シ
ョ
ダ

.
事
件
と
か
云
ふ
が
如
き
間
題
の
程

.度
に
於
て
は
、殖
民
地
は 

左
程
痛
切
な

.る
利
害
を
蒙
ら
ね
で
あ
ら
ぅ

：

が
、英
帝
國
の

.運
命
を
決
す
る
今
囘
の
如
き
大
戰

# 

に
至
つ
て
は
、各
殖
民
地
の
利
害
の
關
係
す
る
所
決
し
て
英
本
國
に
比
し
て
輕
小
な

i V
J

は
云 

へ
な

$
。

然
る
に
殖

K

地
政
、府
に
は
相
談
な
し
で
、一
切
英
本
國
政
府
の
竿
に
依
て
結
ば
れ
た 

平
和
條
約
に
對
し
て
、各
殖
民
地
は
遵
奉
の
義
務
を
狒
は
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
帝
國
軍

^ , 

會

■

の
決
議
に
現
は
れ
た
る
第
二
の
主
轉
は
即
ち
英
本
國
に
於
け
る
帝
國
主
*
者
の
主
張
に 

因
る
ょ
ぅ
も
、寧
ろ
今
度
の
大
戰
の
經
驗
に
依
て
各
殖
民
地
が
痛
切
に
感
じ
た
る
要
求
を
具
體 

し

^

も
の

i£
見
る
可
き
で
あ
る
。
其
れ
か

.ら

m

ニ
の
主

_

の
末
項
に
於
て

「

協
議

」(consultation) 

て
ふ
詞
を

»
返
し
た
る
に
徵
し
て
も
、

*

る
可

&

憲
法
上
の
改

|1
が
英
帝
國
を
渾
然
統
合
し
て 

眞
個
の
所
謂

r

聯
邦

」
(
Feder

a
t
i
o
n
)

に
改
造
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、協
議
及
び
協
同
の
度

V
J進
抄 

.せ

し

む

る

底

.の

も

の

で

.*
>
る
こ
ビ
が
略
ぼ
察
知
せ
ら
る
、
の
で

.あ
る
。
帝
國
內
開
を
有
す
る 

吾
ぶ
を
し
て
更
ら
に
進
む
で
凡
ゆ
る
自
治
の
國
民
中
の
凡
ゆ
る
有
權
翁
中
か
ら
'選
出
し
た
る 

帝
國
々
會

(Imperial 

p
a
r
l
i
a
m
e
n
t
)

を
有
せ
し
め
よ
、而
し
て
帝
國
內
閣
員
は
此
國
會
の
指
名
す
る

rf
,
h
p
^
_

_

_.
.
.
-
- 

j

i

i
I
I I
f i

I

I
i i

所
に
懸

b
之
に
凿
し
て
責
任
を
負
ひ

'其
決
議
に
依
て
徵
收
せ
ら
れ
た
る
國
費
を
使
用
し
、其
置 

思
に

«

て
.進
退
■せ
し
め

ょ

0

是
れ
は
、

Imperial. Federation 

L
e
a
g
u
e

の
理
想
ど
す
る
听
で
ち
っ

2 

,
r
ダ
理
想
は

®

®
近
き
將
來
：に
は
實
現
を

期

し

難

い

。

今

|3
-
の

處

で

は

英

帝

國

各

部

の

國

會 

沉
合
同
で
は
な
く
、內

関

的

合

同(Executive 

union)

を

以

て

滿

足

亡

ね

^

な

ら

!̂
。

是

八

が

s

こ 

，各

殖

民

地

の

希

望

す

る

所

で

あ

る

。

即
ち
來
る

可

き

英

.帝
國
憲
法
改
革
は
、今
日
の
獨
逸
帝
國

の
聯
邦
制
度
の
程
度
に
進

$

る
可
き
は
勿
論
、多
分
北
米
合
衆
國
の
聯
邦
制
度
に
も
及
ば
な 

い
で

あ

ら

う

o

 

•

，最
後
に
英
國
殖
民
政
策
の
特
色
は
、各
植
民
地
が
地
方
的
政
務
に
關
し
て
は
絕
對
に
し
て
拘 

沖
な
く
且
完
全
な
る
自
治
權
を
有
す
る
點
に
存
す
る
。
之
を
殖
民
地
を
獲
れ
ば
、直
ち
に
良
获 

と
軍
隊
ビ
を
以
て
嚴
め
丄
う
固
め
む
ヾ
し
す
る
怫
獨
並
に
我
口
本
等
の
殖
民
政
策
に
比
較
し
た 

ら
げ
何
等
の
相
違
で
あ
ら
う
！

 

_ 

..

英
國
.が
此
の
如
き
自
由
寬
大
な
殖
民
政
策
を
採
る
に
至
つ 

た
の

は
、
其
の
長
い
殖

.民

.地
經
營
の
經
驗
や
、本
國
の
民
主
的
政
治

.の

反

影

に

も

因

ら

.う
け
れ
ど
、
 

ナ
八
世
紀
の
末
に
當
，て
米
國
十
三
州
の
殖
民
取
に
時
の
政
府
が
干
涉
を
加
へ
て
其
自
治
權
を

. 

踩
職
，せ
む
と
し
穴
る
が
爲
、却
て
反
抗
を
招
き
今
日
の
米
國
を
失
う
た
極
め
て
苦
が
い
敎
訓
に 

銷
十一

卷

(

ニ一

八一)

論

訛

.英帝
！
：

會
蹯
の
籠
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ニ
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諭
課
英
帝
國
會
糜
の
進

'展
：

• 

; 

0
$

 

.
 

n

三

基

.い

.沱
の
で
あ
る
。
其
れ
で
如
何
な
る
憲
法
上
の
改
訂
を
企
て

> 
も
、「

總
て
現
在
の
自
治

*

ビ
 

內
政
の
完
全
な
る
支
配
と
を
全
然
保
存
す
る
や
ぅ
規
定

」

し
た
次
第
で
あ
る
。

.

來
る
可
き
臨
時
帝
國
會
議

R
於
け
る
英
帝
國
憲
.法
の
改

^

が
、以
上
解
說
し
た
る
三
大
主

_
 

に
準
據
し
‘て
行
は
る
可
き
は
、帘
國
軍
事
.會
議
の
決
議
の
宣
示
す
る
如
く
で
あ
る

o:
此
の
如
く 

し
て
創
設
せ
ら
る
可
き
新
制
度
が
果
し

V
V

何
を
意
味
す
る
か
、而
し
て
新
制
度
が
英
帝
國
政
莳 

の
根
本
間
題
の
究
極
の
解
決
に
對
し
て
如
何
な
る
關
德
を
有
す
る
か
、吾
人
を
し
て
進
む
で
是 

等
の
凝
問
に
對
し
て
說
述
す

.る
所
あ
ら
し
め
ょ

。
.

/ \
'

今
‘年
に

至
る

迄
、英

帝

：國

が

有
し

左

る
最
も

重
要
な
る
共
同
の
討
議
機
關
は

帝

國

會

議

.で
あ 

つ
た

C

帝
國
會

議

W

云
ふ
，

の
は
、既
に

述

べ

來

A

た

^
所
に

依
て

知
ら
る

>
_ く
、
帝
國
內

に

 ̂

け
る
各
般
の
間
題
を
討
議
し
而
し
て
之
を
實
施
す
る
方
策

0

一
 

致
を
圖
ら
む
が
爲
、四
年
毎
に 

催
す
本
國
宰
相

主
宰
の
下
に
、殖
民
大
臣
を
議
長
と
す
る
各
殖
民
地
首
相
の
會
合
で
あ
る
。

尋 

で

乍
，
レ

今
度

Q

帝
國
會
讖

の
議
題
に
上
.つ

た

の

は

、今
後
の

帝
國
會

«

に
，印
度
，の

代
.表

者
を

列 

席
せ
し
む
る

件
、
大
戰
ナ
死
潜
の
墓
地
の

#
、歸
化
：の
伴

'
一
重
所
得
稅
.の

件
、帝
國
令
力
の
發

M

R

K

l

i

i

、 し 國 と

び
盥
督
の
件
、賀
易
調
査
委

*'
'
會
の
件
並
び
に
前
記

.の

.帝
'國
寧
法
改
訂
の
件
等
で
あ
つ
た
。
然 

る
に
今
度
制
定
せ
ら
る
可
き
制
度
が
依
て

：以
て

施
行
せ
ら
る
、
重
も
な
る
機
關
は
、新
設
の

帝 

國
內
閣
で
あ
ら

5
。(

上

R
帝
國
軍
事
內
閣
ビ

.あ
る
は

W
時

に

於

け

る

特

別

の

名

»
.
と
知
る
可 

へ
し)

。：
帝

國

內

間

と

帝

國

會

•議

ビ

の

重

要

な

る

相

違

の

點

を

擧

ぐ

れ

ば

、四
年
に
一
囘
の
會
合 

每
年
の
會
合
ビ
の
相
異
を
別
ド
し
て
、前
者
は
後
者
が
未
だ
曾
て
議
題

ビ
し
な
か
つ
た
英
帝 

外
交
政
策
れ
就
て
特
に
協
議
を
费
す
可
く
、隨
て

#.
國
內
閣
に

.列
す
る
.者
は
外
交
政
策

X
關 

て
決
定
を
下
す
こ

，レ
を
得
る
に
必
要
な
る
凡
ゆ
る
外
交
上
の
秘
密
な
る
卸

a

を
與
へ
ら
る 

で
も
ら
う
故

I
帝
國
會

‘議

0

B
事
、か

公

表

せ

ら

る

、
に
：引
き
.換
へ
、帝
國
內
関
の
議
事
は
秘 

密
ド
行
は
れ
一
其
議
事
の
記
錄
、

取
ら
れ
ざ
る
可
く
、又

發

表

も
せ
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
今
度 

の
帝

‘國
軍
事
內
間
の
列

2

は
上
記
の
如
く
、各
殖
民
地
の
首
相
及
び
印
度
政
府

.の.代
表
潘 

外
、英

國

政

府

侧

か

ら

は

、軍

事

內

閣

員

全

體

で

あ

つ

た

I

後
此
.秘
密
會
議
に
列
席
す
可
き 

多
分
各

t 4

地
及

&

 m
.

度

の

表

 ̂Q

外
本
國
政
府

か
ら

ゅ
宰
相
の
外
、特

R
帝
國
政
蹲
..に 

係

,
る
.
.外
相
陸
海

兩
栢
问

度
.大

E

M
民
大

E
等
の
関
僚
で
あ
ら
う
。

(

英
國
軍

.事.內

開
.が

®
後 

廢
止
せ
ら

る
可
き

は‘當
然

で
あ
る
、

本
誌
六
月
號

「

英
國
璀
事
內
拙
の

»

法
的
意
義

」

參
照

)

。
帝
國

紙
十I

卷

2

一一八三

)

論

説
英
带
國
塞
の
籠

. 

第卜
^

關 は の



站
十
ニ
卷
，

(

二I

八
四〕

論
說
英
帝
國
嘉
の
進
遞
. 

第
十
號 

三
四 

內
の
比

«

的
重
大
な
ら
ざ
名
關
係
の
問
題
の
み
を
討
議
し
て
、眞
の
帝
國
政
策
蹲
の
帝
國
政
府 

の
問
題
に
觸
れ
な
か
つ
た
從
來
の
帝
國
會
讅

i
此
の
如
き
重
要
な
る
權
能
を
與
へ
ら
れ
た
る 

，帝
國
內
間

'
V
J

は
、其
間
に
較
著
な
る
斬

S

の
存
ザ
る
こ
と
取
て
多
言
を
要
せ
ざ
る
所
で
あ
る
。

左
は
あ
れ
、帝
國
內
閣
は
大
體
の
主
義
に
於
て
從
來
の
帝
國
會
議
と
異
る
所
は
な
い
で
あ
ら 

、ぅ
。
，
典

れ

は

矢

張

h

政
府
と
政
府

^

の
看
議
で
あ
つ
て
、

一

體
ビ
し
て
は
執
行
權
.も
有
た
な
け 

れ
ば
、行
政
の

'各
省

4

な
く
、又
立
法
權
も
課
税
權
も
：有
た
ぬ
で
あ
ら
ぅ
。
帝
國
內
間
の
權
カ
は 

此
會
議

.に

.列
席
す
る
各
首
相
が
夫
れ

/

\
帝
國
各
殖
民
地
の
國
會
に
於
て
穸
數

?:
制
し
て

' 
居 

る
か
ら
、隨
て
立
法
上
及
び
行
政
上
め
決

_

を
a

過
さ
せ
て
も
、其
等
の
決
議
が
各
。地
■の國
會
の 

賛
成
を

#

る
限
り
に
於
て
其
れ
丈
け
の
效
果
を
與
る
こ
と
が
出
來
る
と
云
ふ
事
實
，に
於
て
存 

在
す
る
の
で
あ
る
。
是
等
の
點
か
ら
見
て
も
、又
內
間
て
ぅ
詞
の
嚴
密
な
る
意
味
か
ら
云
つ
て 

も
、帝
國
內
間
は
羅

fs
ft
関
で
。は
な
い
。
其
れ
は
•連
帶
食
任
も
負
は
な
け
れ
ば
、何
れ
の
國
龠
に 

對
し
て
も
責
任
は
な
い
。

ff
i
し
て
其
決
議
を
し
て
有
效
な
ら
し
む
る
に
は
、英
帝
國
を
通
じ
た 

る
總
て
の
政
府
並
に
國
會
の
各
別
な
る
併
か
も

一

齊
的
な
る
活
動
に
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
サ 

!

ロ
バ

I

卜
。ボ
ル
デ
ン
の
言
葉
を
藉
て
云
へ
ば
、

「

此
內
閣
會
議
に

列
..

席
す
る
六
個
の
國

R
A
f代

表
す
る

•首
相
等
は
、何
れ
も
夫
れ
く
各
殖
民
地
の
國
會
ビ
其
等

.の
國
會
が
.代
表
す
る
國
民
ひ

對
し
て
責
任
を
負
ふ
て
居
る
。
各
殖
民
地
の
國
民
は
此
會
議
が
進

.お
す
る
と
共
に
、帝
國
典

r£
5
T

の
且
最
も
重
大
な
る
•諸
問
題
に
對
し
て
發
言
權
を
有
す
る
け
れ
ど

#

殖
民
地
の
完
全
な
る
む

治
權
各
自
の
政
府
各
選
擧
人
に
對
す
る
各
殖
民
地
大
臣
の
責
任
は
、損
傷
せ
ら
る
、
こ
ど
な

〜

し
て
保
存
す

.る
の
，で
あ
る
。

帝

國

內

閣

は

事

實

上

、從
來
の
帝
國
會
議
に
新
ら
し
い
一
層
有
心 

な
る
組
織

?:
與
へ
た
も
の
で
あ
る
。

M

ら

R
帝
國
內
開
と
帝
國
會
議
と
の
關
係
を
見
る
に
今
年
の
會
讅

R
於
て
、，
國
跟
事
內

M 

の
方
で
も
帝
國
軍
事
食
議

.の
方
で
も
、此
雨
會
議
の

B1
1

の
關
係
に
就
て
、何
等
の
決
議
を
し
た
も 

ぅ
に
思
は
れ
な
い
。

一
寸
考
れ
ば
、帝
國
內
関
が
成
立
し
て
從
來
の
帝
國
龠
議
の
權

能

の

多
く 

?:
炎
手
に
於

V

行
ふ
か
ら
最
早
帝
國
會
議
は

自
然
消

-M

す
る

で
&

ら
と
思
は
る
、。
然
し
ニ 

十
年
の
成

®

を
遂
げ
併
か
も
大
な
る
效
果
を
奏
し
た
憲
法
上
の
機
關
.を
廢
す
る
事
の

可
否
は 

ゼ
と
し

.て
帝
國
內
間

V」

帝
國
會
犠

w

の
間
に
は
、極
め
て
重
大
な
る
區
別

'が
あ
る
。
後
者
が
公 

開
的
で
あ
る
に
反
し
て
、前

#

が

其

性

質

上

秘

密

,

議

た

る

を

要

す

る

こ

と

は

言

?:
待
た
な
い 

節
i

倦

(

一
二
八
五)

諭
說
英
帝
國
會
賺
0
簾
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ニ
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論

‘ 

0

,

英
帝
國
會
讅
の
迆
展

 

'

 

,

第

十

號

H

六

が
'、器し
戰
後
に
於
て

；

事
の
確
實
な
る
も
の
が
あ

b
と
す
れ
ば
、其
れ
は
英
帝
國
の
#
人
民
が 

今
後
は
決
し
て
職
前

.に
於
.け

る

が

や

ラ
外
交
政
策
及
び

.外

.：交
折
衢
の
秘
密
主
：義
を
忍
容
せ
，ぬ 

事
'で
あ
る
。
英
帝

.國
內
.の

各

國

民
は
、
帝
國
ビ
列

a

と
：の
.關
係

—
若
；：

し
.適
.當
に
支

.持
せ
ら
れ
な

‘ 

け
れ
ば
彼
等
を
し
て
，戰
爭
の
渦
中
に

®

せ
し
ひ
可
き

,

係
を
ば
、
®

分
公
然
ヾ

し

討
議
す
る
事
を

' 

主
張
す
る
で
ぁ

-ら
う
。
故
に
帝
國
の

.外
交
政

.策
は
、各

»

民
地
政
；府
の

.代
表
者
が
#
國
政
府
代 

表
者
，W

の
間
、に

.秘
：密
の
內
閣
會
議
を
開
て
協
商
し
た
る
結
果
確
定
す
る

V
J

せ
ば
'

方
に
於
て 

は
外
交
政
，览
の
一
般
を
ぬ
け

.に
討

_

し
^

に
關
し
て
起
る
可
き
爷
種
の
興
論
を
徵
す
可
き

^
 

體

S
し
て
帝
國
の
諸
問
題
を
攻
究
す
る
圃
體
を
設

®

す
る
必

0
が
あ
る
。
帝
國
會
議
は
自
然 

此

a
の
、

».
究
を

.す
る
，に
適
當
な
機
關
で
あ
ら
：う
。

然
し
帝
.國
會
議
を
以
て
討
論
を
盡
す
機

_
 

に
充
：つ
る
こ
と
.
、
す
れ
ば
、隨
て
其
組
織
も
從
來
の
儘
：で
は
不
適
當

.で
あ
ら
う
。

第
一
、秘
密
を 

要
；す

る

帝

國

內

間

ftV」
、

公
關
主

' 義
.
.の
.帝
國
俞
議
；鼻

W

が
；今
度
.の
#
.
議

の

如
く

同

一
人
物
で
ぁ 

る
の

•は
.面
白
く
な
い
。
：夫
れ
か
ら
旣
に
公
開
幸
義
で
あ
る
以
上
は
、帝
國
會
議
に
は
各
.*民
地 

に
於
け
る
反
對
霉
の
領
釉
等
も
網
羅
し
て
夫
れ

く

タ
0
.
0
の
韋
見

?:
吐
露
せ
し
む
る
機
龠 

を
與
へ
る
が
相
^
で
あ
る
と
思

ふ
。I

.
^

し
目
今
に
於
け
る
急
'務
は
、前
記
帝
國
.
軍

事

會

議

の

決

議

，に
、
隨

a

、帘
國
內
闕
の
姐
織
を
充 

短
せ
し
む
可
く
、來
る
可
き
帝
國
會
議
が
英
帝
國
の
憲
法
改
訂
の
事
業
を
企
つ
る
に
必
耍
な
る 

1

升
方
略

.を
攻
究
す
る
事
に
在
る
。

S

の

一

般
方
略
ビ

.は
，政

策

の

一

致

と

其

政

策

に

效

® 

“
敗
メ
可

I

同
ビ
で
あ
ら
ぅ

C

詳
言
す
れ
ば
帝

.國
政
策
の
方
針
及
び
目

.的
、帝
國
の
汸
備
ビ 

* J
t

“

u

s
、並

に

全

體

と

し

て

帝

國

5

 

5

分
有
？

ら
し
む
可
く
帝
國
內

S

政
府 

力

丨

■可
き
只
政
上
及
び
行
政
上

-の
活
動
等
が
、！年

|囘
办
間
に
會
合
英 

の
實
任
あ
る
代
表
者
間
に
決
定

f

る
I

制

度

の

創

設

で

あ

る

。

？

 

0

f

 

;

十

■

之
を
要
す
る

5

國
は
今
度

-の
大
戰
の
苦

f

經
驗
に
鑑
み
て
、多
年
の

.

I
で
あ
つ

S

 

國
の
就

1

t

广
層
强
固
に
す
可

I

法
上
の
改
革
を
遂
ぐ
る
端
？

開
い
た
。
帝
國
主
義
者

“

 

W

1

法I

改
正

f

し
て

s

 

S

す
可

§

か
、其

S

る
可

1

1

議
の
議
.決 

黄」」

U

の

.—

な
し
の
で
あ
る
力
何
れ
に
し
て
も
此
大
間
題
の
前
途
に
は
幾
多
の

.雛 

I

f

るM

と
は

S

れ
な
い
所

‘で

の

國

民

に

も

ー

責

壬

. 

負
ふ
.こ
と
な
&

帝
.國
內
f

し

|

帝
國
：の
s

 

I

I

I
し
め
や
ぅ
と
云
ふ
の
で 

?
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英
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國
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讅
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第
十
躭 

三
八

あ
ろ

0'
か
’ら
、帝
國
を
組
觀
す
る
各
地
の
人
民
の

•間
に
充
分
の

「

蒙

.協
同

'と
.が
必
製
で
あ
る
。
 

夫
れ
か
ら
外
交
：政

策

に
せ
よ
、

典
他
の

.重

.要
な
る
帝
國
政
笟
ね
せ
：よ
、

.

^:
英
本
國
.人
民
に
責
任 

を
負

.ふ
政

.府

.が
之
を
遂

.行
し
來
っ
た
の
で
あ
る
の
に
、何
れ
の
人
民
に
も
又
'何
れ
の
國
會
に
も 

責
任

.を
负
は
ざ
る

.機
關
を
設
け
た
な
ら
ば
、所
謂
屋
上
屋
を
架
す
る
が
如
き

も
の
で
、結
局
帝
國 

政
策
の
不
統

1

を
招
き
て
、或
は
帝
國
分
裂
の
端
を
開
か
ぬ
ビ
夂
限
ら
な
い
。
又
帝
國
內
間

 ̂

出
席
し

^

る
各
殖
民
地
ゆ
代
表
者
が
其
處
で
決
議
し
た
る
事
項
を

■ば
、伽
の
帝
國
各
部
と

1

齊」 

に
遂
行
す

.る
上

.に
も
、反
對
黨
の
關
係
等
が
あ
つ
て
、少
な
か
ら
ざ
る
掘
難
の
伴
ふ
可
き
は
、今
よ 

&

之
を

.想
見
す
る
こ
と

>̂
出
來
る
。
即
ち
適
當
な
る
憲
法

J1
の
改
訂

?:
行
ふ
事

‘も
雛

&

で
あ 

る
が
、之

?:
實
施
す
る
事
は

.®'
ら
.
.に
.
.難
事
で
あ
ら
，っ。

»

民
大

S

ヲ 

'丨
タ

'
| 

* 
ロ
ン
グ
■は
今
囘
の 

帝
國
堪
事
會
議
の
席
上
に
於
て

#

夕
は
，恐
ろ
し
い
根
本
的
改
革
に
依
ら
ず
し
て
、搴
ろ
巡
化
に 

依
て
解
決
す
る
こ
す
を
發
見
す
る
で
あ
ら
ぅ

」
ヾ

」
述
.
.ベ
.て
.居
る
。
英
錄
の

0
法
は

.造
ら
れ
た
も 

の
で
な
く
、漸
次
成
释
し

^

も
の
で
あ
る

V
J

云
ふ
こ

V
J

は
、今
蒐
言
を
埃
た
な
い
が
、然
し
此
.格
貧 

を
適
用
す
る
も
時
と
場
合

M
.
あ
.る
。
今
や
世
界

0
大
變
亂
に

,

し
て

^

國
流
の
所
謂

■ 

t
h
r
o
u
g
h

す
る
の
非
な
る
事
は
、ア
ス
ク

.
イ
ス
、內
間

の：
倒

*

が
0

明
，し

て

居

る

で

は

な

い

•か
。

此

A 
i r

 

.

;■

71S
-S*
-
'■
.

.

.

,:

,
千
載

T

遇
の
好
機
會
に
際
し
、然
も
敢
爲
不
橈
な
る
天
才
的
經
世

家
'
ロ
ィ
r

ジ
ョ
ル
ジ
を
#
ぽ
 

に
戴
け
る
英
國
政
府
は
、

猛
斷

一
諸
帝

®
憲

法
の
，大
革

.新
を
決
行
寸
可
き
で
は
あ
る
ま
い
か

o 

i
-

八
世
紀
の
劈
頭
，に
は
英
國
ビ
蘇
格
蘭
と

■の
合
同
を
行

a

て
大
英
國
の

.
基
礎
を
据
為
、十
九

 ̂

紀
の

^

年
に
は
愛

_

國
會
を
併
合
し
て
合
衆
王
國
は
此

R

全
く
完
成
せ
ら
れ
た
。
第
二
卜
ト 

紀
の
初
頭
に
於
て
、英
國
が
？

.に
谷
殖
民
地

5

印
度
の
、統
合
を
强
固

.に
せ

.む
が

2

法

h 

の

1

大
進
展
を
遂
ぐ
可
き
は
、極
め
て
自

.然
な
る
發
へ
達
で
は
あ
る
ま
い
か
。

(

併
し
此
帝
國
統
合 

力
結
，局

『

聯
邦

」

制
度
を
造
る
に
至
春
、即
ち
帝
國
內
閣
は
成
立
し
て
も

#

國
令
禽
を

I

る
程 

度
に
進
ま
ざ
る

.は
上
に
述
べ
た
る
如
く
で
：

あ

る

)o
.

然
し
必
要
は
發
明
の
母
で
ぁ
る
。
英
國
は
今
囘
の
大
戰
に
遭

®

し
,
端
な
く
多
年
の
懸
案 

を
解
決
す
可
き
實
に
容
易
に
獲
雛

&

機
‘會
に
逢
着
し
た
の
で
ぁ
る
か
ら
、此
無
上
の
好
機
を

K 

へ
て
、久
し
い
•希
蓮
を
實
現
せ
し
む
る
乙
と
に
大
努
カ
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

：

英
國
人
は
現
に
大 

E=r

の
渦

1
T

に
惓
込
ま
れ
て
北
怫
や
フ
ラ
ン
ダ
！
の
勝
敗
に
一
喜
一
憂
し
て
居
る
け
れ
ど
、之
を 

永
.遠
の

&

果
か
ら
見
れ
ば
、此
帝
國
駔
織
の
成
、敗
の
將
來
英

'吉
利
翁
國
臣
民

0:
利
.福
に
關
係
す 

る
所
の
大
な
る

V
J

到
底
日
を
同
ぅ
し
て

.語
る

可

く
も
な
い
。
我
輩
は
世
界
に
超
絕
せ
る
千
載 

竿

5
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不
磨
の
憲
法
を
有

J
、

殖
.民
政
策
に
將
殊
の
天
才
を
發
抓
せ
る

英
國
人

が
、必
ず
や
此
困
雛
に
打 

勝
つ
て
、帝
國
憲
法
の
改

W

R
.成
功
す
る
で
あ
ら
ぅ
こ
ビ
'.を

信

ず
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0
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る
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サ
！

ヰ
リ
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ム
、
ベ

チ

ィ

の

國

富

論

(

上)

.

高

橋

誠

ー

郞

「

數
年
以
前

^
濟
學
は
：之
を
科
學
と
做
す
.を
妥
當
ビ
す
る
や
、或
は
忮
術
ビ
看
做
ず
可
&
も
の 

な

P
や
、換
言
す
れ
ば
、を
は
先
づ
富
の
生
産
及
び
夯
配
が

'
f

て
以
て
行
は
る
可
き
諸
原
則
の 

科
學
的
硏
究
に
從
事
す
可
き
も
の
な
う
や
、或
は
其
の
主
た
る
目
的
は
富
の
生
産
を

^

1)
0
し
、
,® 

し
て
其
の
分
配

V
.改
善
す
可
き
實
際
的
提
案
を
爲
す
に
在

6

や
如

.何
に
就

§

て
纖
多
の
論

0 

あ
う

.き
。
十
七
世
紀
の
論
客
は
全
然
後
の
見
地
ょ
う
し
て
經
濟
問
題
に
接
近
し
た
る
も
の
に 

し
て
、當
時
に
於
け
る
論
篇
の
大
多
數
は
或
る
一
定
の
提
議
を
擁
識

1

つ 

>
あ
う
し
人
々
、並こ

' 

其
の
抱
懷
せ
る
特
殊
の
畫
策
.の
爲
め
に
一
般
的
理
論
を
擧
示
し
た
る
人
々
の
筆
に
成
う
し
も 

の
な
る
こ
と
を
記
愴
す
る
を
必
耍
ビ
す
。
假

.令
、其
の
然
ら
ざ
る
場
合
と

*•
も
、彼
等
の

%

-^
’は，、
 

他
の
提
議
を
批
評
す
る
に
當
う
て
も
、又
は
事
實
を

_萆
集

'
.す
る
に
際
：し
て
も
、確
然
且
つ
意
識
的 

に
賢
明
な
''
る
國
家
統
治
め
：
大
.業
■に
補
助
的
救

®

を
與
ふ

.る
も
の
と

.：思
惟
せ
ら
れ
し
な

6
-
0貨
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妒

ナ
.
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：
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